
世界的視座から考える組織犯罪

DepartmentofLawandJustice,CollegeofNewJersey,Trenton,USA

39南 ア メ リ カRubenG.RuizdeOlano,Dr.

FacultyofLaw,CordobaNationalUniversityCordoba,Argentina

〈講演会参加者>

40北 村喜 宣 ・横 浜国立大学経済学部助教授(通 訳)

41小 川優 子 ・日本 コンベ ン ション ・セ ンター(通 訳)

42上 田 寛 ・同志社大学法学部教授

43坂 本雅則 ・横 浜地方検察庁検察事務 官

44菊 地秀夫 ・警察大学校警察政策研 究セ ン ター助手

45林 美津子 ・本学法学部教授(刑 法)

46安 達和志 ・本学法学部助教授(行 政法)

47交 告 尚史 ・本学法学部助教授(行 政法〉

<企 画 實 任 者>
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の東名高速では危機一髪 となる程にまで来賓および学生諸君の努力に応

え るべ く最 善 を尽 く した こ と も付 言 してお く。

これ らの全 ての方々 の絶大 なる尽 力 に対 して幾重 に も御礼 を申 し上げ

ね ば な らな い。
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PoliceLiutenant-Colonel,PrincipalAssistent,HeadofCriminology
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の労 をお と り頂 き,同 志社 大学の上 田寛教 授 には ロシア科学 ア カデ ミー

の ギ リンスキー教 授 との親交 を深め て頂 いた。 また,横 浜地方検察庁 の

坂本雅 則事務 官(本 学卒業生)は 講演会 ・三{園 の記念撮影 に腕 を奮 わ

れ,警 察政策研究 セ ンター の菊地秀夫助手 が講 演会 に参列 され,警 察庁

国際課 ・外務省 お よび各 国大使館 に も海外参加 者の情報提供 ・案 内につ

いて協 力 を頂 い た。学 内 では,法 学会 長 の小 原喜雄 教 授 が 「ア メ リカ

ン ・デ イ」 の夕食会 の主催 者 として挨拶 され参加 者か らは 「パ ワー フル

な教授 」であ る との信任 を集め られ,法 学研 究所委員の久保 敦彦教授 が

最 終 日の 「フ ェアー ウェル ・パ ー テ ィ」 で され た主催 者 と しての 挨拶

は,海 外参加 者の レベ ル を超 えた絶賛 と拍手 を受 け られた。 また,阿 部

浩 己助教授 にはア フ リカの警察 高官 の横浜 での案 内,高 橋 め ぐみ講師に

は愛車 で参加 者 を横浜か ら箱根 までの案 内な ど,い ずれ も突然の事 態に

もかか わ らず引 き受 けて頂 いた。 さらに,郷 田正 萬教授 と交告 尚 史助教

授 には通訳等 に関 して助 力頂 いた。特 に学 長事務室 な らびに総務 課の職

員 の方 々には,海 外 か らの参加 者 を含 む 多数 の 人々の箱根保養 所 での宿

泊 ・利用 な らびにセ レス トホールの使 用等につ いて格 別の尽 力 を頂け な

ければ,こ の シンポジウム は成立 しえなか ったのであ る。 そ して,法 学

研究所 の職 員の方々に は,長 期 に わた る海外 の郵便 ・フ ァックス ・電話

の受発 信,数 百 頁の報 告・書の 印刷 ・製本 か ら参加 者 の応待 ・深 夜 の宿

泊,複 雑 な会 計 に至 るまで職 務 を越 えて献 身的に勤め られ,そ の ご苦労

は計 り知 れ ない。

最 後 に,本 学 で私が担 当す る基礎演習 ・刑事政策 ・刑事訴 訟法 ・ゼ ミ

ナー ル等 の履修 者の 中か ら多 くの学生 お よび大学院生 の諸 君が,ボ ラン

テ ィア として成 田空港 ・YCAT・ 箱 根 ・横浜 キ ャ ンパ スで の案 内 ・接

待 に大変活躍 された。 その 中には,参 加者 の到着が深夜に な り成 田に 自

費で宿泊 された方,家 族 で来賓 を宿 泊接待 され た方,不 祥事 に直面 した

不運 な方 もいれば,来 賓か らニ ックネー ム をつけ られ る程 に感謝 され愛

された方 もい る。 また,私 の家族 もこの 間に横浜 ・箱根 を五往復 し深夜
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の処罰 に して も・捜査 ・司法機 関のみ でな く金融機関 を含 む市民の協 力

な しには,組 織犯罪立法 は単 なる 「象徴刑 法」 に終 るであろ う
。

「組 織犯 罪へ の対策」 と して,最 も重要 な出発 点 はz本 公 開 シンポ ジ

ウムの報告者が 異 口同音 で指摘 してい るよ うに
,組 織犯 罪の被害 で究極

的に困 るのは誰 なのか を市民 の一 人ひ とりが 自 ら考 えて理解 す るこ とで

あ る。 そ して,そ の対 応 として社会 の一構 成貝 であ る私達 が何 をな しう

るか を考 えて実 践 に移 す こ とであ る。 「成熟 した高齢化 社会」 に急速 に

移 行 しつ つあ る現状 を改めて観察す るこ とであ る。個 人の銃器所持 も禁

止 され平和 に馴 じみ 自衛 意識 も危機 管理 も乏 しい社 会
,横 並 びで同調圧

力が強 いが家族や地域の連帯が 弱 まってい る社会
,目 先 きの政 治改変 ば

か りで財政 金融 改革 や コン ピュー タ社 会 へ の基本 的 対応 も遅 滞 す る社

会・社会 的に不要 な施設 の建 設ぱカaりが進 み社会 的基盤 とな る施設 の建

設は進 まない社 会 政 治家 ・官僚 ・経済人 の腐敗C ..力 団 との癒 着が連

綿 と して露呈 す る社会 に あ って,そ の悪循 環 をどこか ら断 ち切 るべ き

か。 その方策は 多層的 でなけれ ばな らないが,組 織犯 罪へ の刑 事立法 も

その不可欠 な一つ で ないだ ろ うか。

ともあれ,今 回の国際 シンポ ジウムは,世 界的視座 か ち組織犯罪 の問

題 を考 える うえ で,実 に有用 であった。旅 費 ・講演 費等の支給 が全 くな

いに もかか わ らず,海 外 の遠い国々か らの 多数 の参加者が あ り,連 日朝

か ら夕 まで熱心 な報告 と討論 を続 け られ
,公 開 シンポジウム での講演 ま

で奉 仕 して頂 いた。 それ で も,各 国の参加 者が満足 して帰 国 され た とす

れば,そ れ は本学 の内外 か らの多大 な支援 に よる もの といえる
。特 に,

法学研究所長 の 山口俊夫教授 には,中 労委会長 の重職 に就 かれ 身内に御

不 幸が あ った折 に もか か わ らず,江 草財 団 か らの 資金 助 成 に尽 力 を頂

き,そ の結 果 として会期 中の 「イ タ リア ン ・デ イ」の昼 食会 が箱根仙石

原 で華やか に実施 され,参 加 者の深 い感謝 を得 るこ とがで きた
。 また学

外 か らは,科 学警察研究所 の内山絢子本学非常勤講師が極 め て好評 な報

告 をされ,横 浜国立大学の北村喜宣助教 授が公 開講演会 では適確 な通訳
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世界的視座から考える組織犯罪

「組織的な犯罪に対処す るための刑事法整備に関する法制審議会への諮問及

ぴ事 務 局 参 考 試 案 」 ジュllス ト1103号(1996)165頁 ～179頁 。

(7)浅 田 和 茂rr組 織 的 な 犯 罪』対 策 立 法 の 問 題 点」法 律 時 報68巻13号

(1996)3頁 ・4頁 。

(8)中 山研 一 「組 織的犯 罪対策 立法 の検討団 組織 的 な犯 罪に対す る刑 の加 重

につ いて」法律時報69巻3号(1997)43頁 。

(9)「 『組織犯 罪対策 』に反対 す る刑 法学 者の声明」法学 セ ミナ ー506号(1997)

112頁 。

(10)中 山 ・前掲誌43頁 。

(11)石 塚伸 一 「組織 的犯 罪対 策法 の実体 法規 定の 問題 点」法学 セ ミナ ー-507号

(1997)5頁 は,「 結 果が重大 で あれ ば量刑 の部分 で これ を評価 すれば よい。

結果発生の危 険が大 きい とい うの であれば,犯 罪主体 の組 織性 とい う特殊 な

構成要件要素 を新設す るこ とにな る。」 と論 じて い る。 その趣 旨は,私 見 とは

異な り,結 果 の重大性 を量刑 で解 消 し,危 険の重大性 を違法増加 と解 す るよ

うであ る。

(12)法 務 資料 第451号 ・フランス刑法典(1994)52頁 参照。

(13)法 務 省刑 事 局刑事 法 制課 編 ・組 織 的犯 罪 と刑事 法(1997)16頁 ・17頁 参

,照。

(14)同 書15頁 ・16頁 参照。

(15}Lackner-Kuhl,a.a.O.,ｧ244Rn.6,S.998.

(16)同 規 定案 につ き反対 の見解 として浅 田 ・前掲誌5頁,「 『組織犯 罪対 策』 に

反対す る刑 法学者 の声明」前掲 誌113頁,小 田中聰樹 「組織 的犯 罪対策 立法

の検 討回 盗 聴立 法 の違 憲性」法律 時 報60巻3号(1997)45頁,鳥 居喜 代

和 「憲法 は盗聴 を許 容す るか」法学 セ ミナ ー507号(1997)8頁,村 井敏 邦

「盗聴 立法は憲法要件 を具備 しうるか」同書11頁,斉 藤 豊治 「ア メ リカは盗

聴 を拡 大 したか」同書15頁 参照。

(17)井 上正仁 「捜査 手段 としての通信 ・会話 の傍受 ↓ ～31ジ ュ リス ト1103号

(1996)80頁,同1105号(1997)102頁 ・108頁,同93頁 。

6.む す び に

刑事規制 は それ 自体 が矛 盾 を内包 してい る。 人権 侵 害(犯 罪)を 防止

す る手段 として人権侵 害(刑 罰その他 の処分)を 不可分 に もた らすか ら

であ る。盗聴 にせ よ刑 罰の加 重にせ よ,そ れ 自体 害悪 であって,で きる

もので あれば避け るに越 した ことはない し,犯 罪防止 に絶大 な効果 を上

げ るもの でない こ とも自明であ る。 没収 ・追徴 の強化 あるいは収益 洗浄
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情報化社 会 に登 場 した新 た な情 報通信 技術 が,そ の利便性 の反面 として

密行 的 な犯罪手段 に利用 され てい る。新 た な犯 罪技術 の挑戦 に は新 たな

防止技術 が捜査 手段 と して も必要 に な る。 この こ とは
i世 界に共 通 す

る。一般 論 と して,わ が 国にのみ盗聴 法制 が不要 であ る とす る根拠 を発

見す るこ とは困難 であろ う。外 国人に よる組織犯罪等 も増大 して いるか

ら とい って,「 鎖 国」 どこ ろか 増 々外 国 人へ の 実 質 的 開 放 が政 治 ・経

済 ・文化の面 で推進 されねば な らないの であ る。犯 罪の国際化へ の対応

はわが国の責務 で もあ り,各 国の法制 は国際基準へ と収 束 しつつ ある
。

その今 日,わ が国 の 「55年体 制」 の よ うに,一 定 の政 策 に不 可分 ・不

可避 な反面 のみ をr負 」 として強調す るよ うな論議 は
,学 問の世 界で も

余 り生産 的 では ないであ ろ う。

新 た な情報通信 技術 は必然的 に古 い手段 では防止 しえない新 た な不 法

手段 を生み 出す。 これに伴 って,新 たな不法 防止手段 が不可避 にな る
。

通信傍受 は,そ の一つ で しかな い。 盗聴 に対す る 「会話聖域 論」が成 り

立た ない とすれば,そ の捜査 手段 の濫用 防止の ため に新 たな法 的技術 を

駆使 す る方途 しか残 らない。 それ は通信傍受 のみでは な く捜索 ・差押 と

の関係 で も既 に生 じてい る問題 で しか ない。 しか し,盗 聴全 面反対論が

令状主義 の限界 では な く令状主義 自体へ の不信 感 ・懐疑論 を基礎 として

い るのだ とす れば,そ れは司法制度改革論 あ るいは警察民主化論 な どの

拡 大 した領 域 での制度 改革 で対 応すべ きものであ ろ う。 議会 ・内閣な ど

「制度 的 に予定 した責務 に よる濫用 防止機構 」が 「空洞化 」 してい る現

実 は,明 治憲法 下 での侵 略 戦争 の開始(陸 軍の暴走)か ら今 日まで是正

され てはいない。

いわ ゆ る規制緩 和 は,「 自己責任 シ ステムの強化」 を 目ざす もので あ

るか ら,事 後規制 としての刑 事法 の強化 を避 け られ ない。組織犯 罪対策

も,そ の根 幹 の一 つ として位 置づ け うる。21世 紀へ の変革 は刑 法 に も

反映す る。対案 を示 した大論争 が今 こそ必要 な時 であ る。
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の疑 いは弱 まろ う。

この問題 との関連 において,原 理 的に 「令状 主義 の本 質」 を どこに求

め るべ きか。 それは,理 論 的に 困難 な問題 であ る。既 に盗聴令状 を法制

化 したア メ リカ法 の判例 ・学 説 を検討 す れば,「 裁判 官の 司法審査」 に

よ る 「対象 の特定性 」が令状 主義 の根 幹 であ って,(被 聴取者への)「事

前 の令状 呈 示」 は その不 可 欠 な要 請 では な くな る(17)。それ は理 論 史 の

「結 果論 」 と して 当然 で あ る とい え るか も しれ な い。 しか し,糺 問 主

義 ・職権 主義 を肯定 しないの であれ ば,「 裁判官 の司法 審査」 も 「法 定

主義」 を前提 としてのみ成 り立つ。 そ して,令 状主義が 「最小 限の利益

侵害 」 と 「最小 限の犯 罪関連の あ る証拠収集」 との調和 的達成 を図 るた

め の 「事前 の抑制」 で あ る とすれ ば,「 事 前 の令 状呈示 」は その一 内容

をな し うる。 しか し,「 呈示」 は 「令 状」(内容)以 上 の抑制効 果 を もち

えず,そ の代替 手段 に よ って も濫用 防止 は達 成 し うる。 また,「 事 前 の

抑制 」 は,令 状執 行後 の報 告義務 や被 害者 の盗聴録 音聴 取(傍 受記録閲

覧)権 等 に よ り捜査官 の事 前の心理 的抑止効 を生 む もの で も足 りる。す

なわ ち,そ の義務 履行 等が執行 後 であ って も,そ の義務づ けが執行前 に

定 め られて いれば,「 事 前の抑制 」に な るか らであ る。 この よ うに考 え

るな らば,被 聴取者 に対す る 「事 前の令状 呈示」 を重視 す る見解 に立 っ

て も,通 信傍受 の試案 は,合 憲の枠 内に納め ることが可能 であ る と考 え

られ,少 な くとも条件つ きの検証令状 に よる通信傍受 よ りは格段 の前進

を示 してい る といえ よ っ。

いず れにせ よ,盗 聴令状 の手続的法制 は,既 に欧米諸 国の 多数 に存在

してい る。 そ して,そ の いず れの国で も伝統的 な立場 か らの違憲論が存

在 して も,そ れ は当然 であ り正常 な反応で もある。 しか し,そ の激 しい

葛藤 を経 て成 立 した盗聴 法制 は,も はや反対説 に依拠 して単純 に違憲 な

ど と断 じるこ との で きる もの では ない。 「個 人の尊 厳」・「表現 ・通信 の

自由」・「適正手続」・「令状主義」 な どの基 本原理 は,民 主主義 国家に共

有の ものであ って,日 本 に特有 の もの でないこ とも自明で ある。現代 の
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プ ライバ シー侵 害 は,数 カ月間の盗聴 に よる侵 害 に相 当す る程 度 を超 え

るこ とも当然に あ りうる。

果 して 「令状主義」 に とって,「 侵害 の大 きさ」 は重要 で な く
,「 対象

の特定性 」のみが重要 であ る とい えるであろ うか。 ここは 「実体 的真 実

発見」 と 「個 人のプ ラ イバ シー」 との 「利益 の衝 突 ・衡 量」 の場面 なの

であ る。 テー プ とい う有体 物の次元 では争 いな く令状 記載物 件 であって

も,そ の 内容 で あ る個 人の私 的 情報 と しては全 く 「被 疑事 実 との関 連

性 」 を欠 くもの であ りうる。 これ を現場 で再生 後に差押か ら除外 した と

して もi捜 索 ・検証 のいずれ にせ よ重大 なプ ライバ シー侵害が 回避 され

た ことにはな らない。 これ を回避不 能ゆ えに捜査 に よる侵 害の 「最 小手

段 の原則」 に反 しな い とい うので あれ ば,「 対 象の特定性 」 とは侵 害 の

「形式 的 な必要性 」判断 であ るこ とに甘 ん じなけれ ば な らな くな る。極

論す るこ とが許 され る とすれば,会 話の盗聴 では被疑事 実 と 「関連性」

の ない通信 情報 まで も侵害 され るこ とが誰に も判 り易 いだけであ り
,捜

索 ・差 押 ・検 証 の 「対 象 の特 定 性」 は 「物 的 ・空 間的 な 限定」 ゆ えに

「関連性 の担保 」の イメー ジを抱 き易 いだけ であ る と もいえ る。 いず れ

にせ よ,「 生 の会 話」 だ け の特 権 化 が適 切 で な い とす れ ば
,捜 索 ・差

押 ・検 証 と平行 であ る限 りで通信傍受 を令状 主義の枠 内に収 め るこ とは

可能 であ ろ う。特 に,人 格 的領 域 の 自由 よ りも優越 す る生命 ・身体 の安

全 ・自由 を保全す るために不 可欠 であ る場合 には,通 信傍受 を許容すべ

きこ とは否定 しえな いの であ る。 それ に して も,通 信 傍 受 を 「必 要 最

小」 の もの に限定すべ きこ とも当然 であ る。 盗聴 に よる一般 的捜 索 を防

止す るため に,「 物 的 ・空間 的限定」 の他 に 「時 間的 限定」等 の 多様 な

方法 で 「対象 の特定化 ・最小化」 の 努力が必要 であ る。被 疑事実 とな る

犯 罪の最小化,他 の捜査手段 の補 充性,令 状 請求 ・執行 者の限定化 な ど

も,こ れに関わ る。特 に,通 信傍受 では 「事 前の令状 呈示」 に代 る もの

として,立 会 人 の看 視,被 害者 と令状 裁 判 官へ の結 果 報 告,情 報 の廃

棄 ・秘密保 全,不 服 申立 の容 易化 な どが達 成 され るならば,そ の違憲性
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「プ ライバ シー」 の問題 ではない。 プ ライバ シー で は本 人の放 棄(同 意)

が決定的 であ るが,そ れ を欠 く時 に犯 罪行為 が非犯 罪行為 よ りも強い保

護 に値す る とは考 え られ ない。 ただ し,捜 査 との関係 では,犯 罪行為 か

否かではな くその 「明 白性」(現行犯)が 重要 であ る。

第三 の本質的 な問題 はy後 に犯 罪ではな い と判明す る行為 が被 疑事 実

として捜査 された場合 のプ ライバ シー侵害 であ る。 しか し,相 当な嫌疑

が存在 したな らば,そ れ は捜査 に不可避 な侵害 として受 認すべ きこ とに

な りうる。他 の諸利益 と較べ てプ ライバ シー のみが法的 に特権化 され る

べ きではない。 しか も,特 に注意すべ きはSプ ライバ シー侵 害が盗聴 に

特有 の問題 ではないこ とであ る。

憲法35条 の令状 主義 の規定 は,住 居 ・書類 ・所持 品 を単 な る財 産権

的利益 としてでは な く,プ ライバ シー の人格権的利益 の保護すべ き領域

の重要 な例 示 として定 め た もの と解 され る。同様 に憲法33条 の令 状 主

義の規定 も,逮 捕 で侵 害 され る人身の 自由 にはプ ライバ シーの 中心的部

分 も付随す るこ とを予定 した もの と解 され ねばな らない。す なわち,尾

行 ・追跡 ・検 問 ・職務 質 問 ・所持 品検査 ・取調等 の任 意捜査 もプ ライバ

シー侵 害 を伴 うが,特 に逮捕 ・捜 索 ・差 押 ・検証 等の強制捜査 は いずれ

も強度 のプ ライバ シー侵 害 となるの であ る。 もっ とも,盗 聴 では,単 に

被聴者 の 「同意」が ないこ とよ りも,聴 取 を 「不知」 のため 自己防衛 が

困難 であ るため,被 害が増大す る点に特 色 を もつ。 しか し,捜 索差 押の

客体 とな る書類等 の 「表現媒体物 」で あって も,表 意者が思想表現 を記

録 す る時 点 では将 来 の被 害(解 読等)を 「不 知」 な の であ る。 「表現 の

自由」の観 点か らは,狸 褻文書頒布 罪の出版物 の捜 索差 押が問題 とされ

るが,そ の 「表現媒体物」 の表現 内容 を問 わないので あれば,そ の範囲

はほぼ 限界な く拡大 す る。 それゆ え,問 題 は,単 な る狽褻 罪に限 らず,

一般 的 な 「捜 索差押 の客体 」 に共通す る。 つ ま り,「表現 の畏縮効 果 」

の問題 は,一 般化 す る。盗聴 は思想伝達 自体 を阻害 しない にせ よ,例 え

ば被疑者宅か ら適法 に捜 索 ・差 押 え られ た書類 ・ビデオテープ等 に伴 う
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タの インター ネ ッ ト等 の通信 手段 を利用 した密行 的 な犯 罪の捜査 に不可

欠な方策 で ある といえ る。 それが濫用 され る と深刻 なプ ライバ シー の侵

害 にな るか らこそ,こ れ を強制捜査 として原則的 に禁止 し,限 局 され る

例 外的許容 の要件 を法定化 し,そ の枠 内での令状 主義 の 司法的抑制下 に

置 く必要が あ る といえる。 す なわち,通 信傍受 が会 話のプ ライバ シー を

侵 害す るこ とは疑 う余地 はな いが,こ れ を広 く許容 し,そ の濫用 を促

進 ・拡大 す るため に,そ の要件 の法定化 と令状 主義 に よる司法 的制約 を

制度化 す る もの でないこ とは 自明なのであ る。 反対 に,そ の立法化 を し

なけれ ば,盗 聴 の濫 用が行 われ な くな る とい うもの で もない。すべ て善

であれ悪 であれ必要 がその行為 を生む のであ る。 これ を適 法 な枠 内に条

件づ け よ う とす るのが法 の役 割 なの であ る。 これ らの基 本 的問題 を誤

解 ・曲解 してはな らない。通信傍受 の法制 化はr盗 聴 を法 的に野放 しに

す るのでは な く,そ の逆 を意 図 して手続 を明確化 す るもの であ る。

ここでの核心 は,勿 論,そ の立法化 に よるプ ライバ シー侵 害 の問題 で

あ る。 第一 に確 認すべ きは,犯 罪者 に も被疑者 に もプ ライバ シーが疑 い

な くあ り,そ の正 当理 由 な き侵 害 は法的 に許容 しえない。

さて,第 二 に,犯 罪行為 それ 自体 もプ ライバ シー の不 可侵領域 として

法 的に保 護 され るべ きであ ろ うか。 これ を肯定す るの であれば,そ れは

犯 罪行為 の秘匿 を認め違法 の実現 を法 的に保 障す るの と大差 ないであ ろ

う。 もっ とも,こ の問題 と犯 罪者 の罪証 隠滅の問題 とは異 な るこ とに注

意 しなけ れば な らない。本 人に よる罪証 隠滅(刑 法104条)は,本 来 は

当罰的 であ るが 可罰的で ないの にす ぎない。 なぜ な ら}犯 罪の証拠隠滅

は犯 罪の 当罰性 と不 可分 であ るため,こ れ と独立 に可罰的 とすれば二重

処 罰に もな り,ま た可罰 的 として も抑止効 果 に乏 しいのであ るか ら,こ

れ を処 罰すべ き根拠が ない。

他 方 では,テ レビ報 道 で は被 疑 者や社 会 的 非難 に値 す る言動 をす る

人々 の顔や声 が隠 され るの に対 して,そ うで ない一般 の人々の それが 明

示 され るので,誤 解 も多いであろ う。 しか し,そ れは 「名 誉」 であ って
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の よ うな序列 関係(ヒ エラルヒー)を 備 え る強 固な組織体 のみ を 「団体 」

とすべ きか,と い う逆の疑 問 も生 じる。 その よ うな強固な組織体 を予定

す る ドイツの犯 罪結社 罪では,刑 の個別化 が なされて いる。 しか し,フ

ランス刑法 の よ うに,刑 の上 限のみ加 重す るこ とも検 討 されて よいであ

ろ う。

なお,(2)の 「団体 の活動 として犯 罪 を実行す るため,そ の内部 に組織

を作 り,又 は団体 もし くはその一部 を構成す る組織 をその ための組 織 と

し,実 行 した もの」 とい う規定 も,不 可 欠 な もの と思 われ る。 オウム真

理教事件 の よ うな例 は,巨 大 な会社 等の団体 で な くとも,そ の一部 門の

組織 のみが悪質 商法 その他 の犯 罪 とな る行為 を計画 ・累行す る形態 で一

般 的に あ りうるか らであ る。 この場合 に,そ の 団体全体 に犯 罪が及 んで

い ない との理 由 で,脱 法化が可能 にな る とす れば,本 規定 は殆 ど実効性

を失 うことにな る。

さて,刑 の加 重 に関す る試案 の最 大 の 問題 点 は,こ れ と逆 の刑 の軽

減 ・免 除 等 の規 定 を欠 いて い るこ とにあ る。組織犯 罪の 防止 の ため に

は,従 来の 中止犯や 自首の規定 に加 えて,組 織 ・共謀か らの離脱者や犯

罪計画の事 前通報者等 を刑 罰 の点 で優遇す るため の新 たな特典 の規定 を

考 案 して,そ の離脱 を促進 しなければな らない。 また,被 害者 の補償 と

犯罪者 の再社 会化 とを両立 させ うる 「被 害回復 の制度 」す なわち犯 罪者

の 自主 的 な謝 罪 ・示 談 等 に よ る被 害 回復 の努 力 ・履行 を条件 として起

訴 ・宣告 ・執行 を猶予 す るよ うな刑事政 策の点 で も,ヨ ー ロッパ法 に較

べ て 日本 法に は遅 れが 見 られ る。明 治40年 刑法 は,立 法 当時 は ヨー ロ

ッパの先端理論 を導入 して ヨー ロッパの刑法 の水準 を超 えていたが,今

や 口語 化 な どでは済 まない程 に時代 後れにな りつつ あ る。 この刑法 も日

本 の社 会 を正 に反映 してい る。

(4)最 後 に,盗 聴(通 信 傍受)の 規 定 に つ い て も触 れ ね ば な ら な

い(16)。実体 法規 定 の改正 は,こ れ を支 え る手 続法規 定 な しには 「張子

の虎」 にな って しま う。通信傍受 は,組 織犯 罪のみ でな く,コ ン ピュー一
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うで あ る とす れ ば,「 共 謀 」 に よ る共 犯 と 「組 織 犯 罪」 とは 「組 織 集 団 」

と して概 念 上 統 合 さ れ,両 者 の 区別 の 必 要 は な い よ うに 思 わ れ る。 ま

た,同 法 で は,麻 薬 製 造輸 出入 ・略 取 監 禁 ・売 春斡 旋 ・窃 盗 ・強 盗 ・強

要 ・詐 欺 ・駐 物 ・資金 洗 浄 ・爆 発破 壊 ・通 貨偽 造 等 につ い て 「組 織 集 団

に よ って 実 行 し た と き」 の 加 重 処 罰 を規 定 して い る㈹ 。 同 法 の法 定 刑

は,刑 の 上 限 の み を定 め,宣 告 刑 で こ れ を下 まわ る こ と を認 め て い る

(同132-18条 ～132-20条)。

さ らに,ド イ ツ刑 法 は,狸 褻 文 書 頒 布 ・窃 盗 ・強 盗 ・恐 喝 唄 庄物 ・資

金 洗 浄 ・公 然 賭博 開 催 の 重 い行 為 類 型 等 につ い て,「 そ の犯 罪 の連 続 的

な実 行 の た め に結 合 した集 団 の構 成 員 」 と して,(か つ場合 に よ り)「 集

団 の他 の構 成 貝 の 協 力 の 下 に」,犯 罪 を行 っ た場 合 の加 重処 罰 を規 定 し

て い る(14)。た だ し,そ の場 合 の 「集 団 」(Band)と は,同 法129条(犯

罪結社 罪)に い う 「結 社 」(Vereinigung)と は 異 な り,明 示 的 な い し黙

示 的 な共 謀 に 基づ く継 続 的 な,未 だ具 体 化 は され て い な い一 定 の犯 罪 を

実 行 す る た め の 多数 人 の 結 合 で あ る,と 判 例 で は 定 義 づ け られ て い

る(15)。その構 成 員 の 数 は2人 で も充 分 で あ るが,「 組 織 化 」 を要 しな い

点 で 「犯 罪 結 社 」 とは 区 別 され る。 要 す る に,同 法 に い う 「集 団 」 と

はy「 共 同正 犯 」 と 「犯 罪 結 社 」 との 中 間 に位 置づ け られ る 「継 続 性 」

の あ る犯 罪 集 団 で あ る とい え る。 そ の 刑 罰 加 重 の 根 拠 はs例 え ば 同 法

184条 で は 「職 業 的 な い し集 団 の構 成 員 と して」 と併 記 され て い る こ と

か らす れ ば,不 法 の 反復 継 続 性 ・常 習 性 あ るい は犯 罪 を収 入 源 と して い

る点 に求 め る こ とが で きよ う。

この よ うな ヨー ロ ッパ の刑 法 と比較 して,わ が 国 で提 案 され て い る刑

罰加 重 の規 定 は決 して 異例 な もの では な い。 かか る規 定 の下 で も量刑 の

原理 が 働 く限 り不 当 に 重 い処 罰 が 肯 定 され る わ け で は な い。 した が っ

て,「 一 律 の刑 の加 重 類 型 で は な く,組 織 内部 の役 割 に よ る刑 の個 別 化

(首謀者 ・指揮者 ・そ の他 の 関与 者)の 方 が 相 応 しい の で は な い か 」 とい

う疑 問(提 案)も,必 ず し も説得 的 で は な い で あ ろ う。 なぜ な らば,そ
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役割分 担 な どの協働 に よる危 険増加 と共通す る面 を備 えなが らも,こ れ

を越 え る不法性(犯 罪累行の危険)に 主 として求め られ るこ とに な ろ う。

す なわ ち,組 織 的 な犯 罪遂行 は,そ の 関与者 に よ る相 互 的 な犯 意 の形

成 ・支持 ・強化,計 画的 な分 業に よる犯罪阻害要 因の除去 と犯 罪実現へ

の知 識 ・技術 の交換 ・補 完ゆ えに,単 独犯 と比べ て格段 に犯 罪実現 の危

険 性 を高め,犯 罪結果 を重大 な ものに しうる。 また,罪 証 隠滅 ・犯 人隠

避 につ いての協働 に よって,犯 行 後の処 罰 も免 れ易 くなる。 これ らの点

は,任 意 的共犯 では,危 険増大 といって も構成 要件的不法惹起 として違

法判断 で処理 され,法 定刑 の枠 内 での量刑 判断 に解 消 されて きたのであ

る(11)。しか し,そ れ ゆ えに,こ の 法益侵 害 の危 険増 大 を理 由 とす る刑

の加重 の立法化が お よそ正 当根拠 を欠 くであ ろ うか。 この点は検討 を要

す る。 結果無価値 論 に よれば,消 極的 な結論 に な り易 い として も,同 一

の法益侵 害の量 が増大 し易 い とい うのであれば,法 定刑 の下限の加 重 は

根拠づ け うる。 これに対 して,単 な る 「単発的 な共犯」 とは異 な り,組

織 犯 罪 では 「継続 的 な共犯」 の特 質 を もち,複 数 の法益侵 害 が 累行 さ

れ,特 に犯 罪収 益 の保 持 と結 びつ くと きyそ の体 質 が保 持 ・強化 され

る。 こ うして,単 な る共犯 よ りも格 段 と強 ま る法益 侵 害へ の脅 威 ゆ え

に,組 織的犯罪 に対す る刑 の加重 は,一 般 的に正 当化 しうるであろ う。

組 織結合体 の個々 の構成員 に対 す る 「同調圧 力」の継続的作 用 は,強 い

一般 予 防 ・特 別 予 防の 必要性 を根 拠づ け うるよ うに も思 われ る。例 え

ば,暴 力団の場合 には,そ の構 成員の前科 が組織 におけ る地位 を高め る

のであれば,そ の組織か らの長 い隔離 を必要 とす る。 その刑 の加重 のみ

で社会復 帰が達 成 され た りす るこ ともないの も自明であ るか ら,更 な る

新 たな方策が考 案 され ねばな らない。

な お,フ ラ ンス新 刑 法 は,132-71条 に刑 の加 重事 由 の 一 つ と して

「組 織集 団」 の定義 規定 を置 く(12)。同条 で は 「0又 は数個 の犯 罪」 とな

ってお り,犯 罪累行(お よび同準備)は 「組 織犯 罪」の要 件 で は な く,

また 「集団」のみ でな く 「共謀」 も 「組織集団」 と定義 されてい る。 そ
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明す る。 これ はs法 の 差 別 的 適 用 を排 除 し,多 様 で流動 的 な組 織 犯 罪 に

対 応 す るた め に も望 ま しい方 策 で あ ろ う。

参考 試 案 は,箭 一の一 の(1)～(3)に 三 類 型 を定 め て い る。 これ に対 して

は,「 これ ら を組 織 的 な犯 行 形 態 の 刑 の加 重 と して 一 般 化 す る こ とは,

問題 の 所 在 を不 明確 にす る もの で あ ってyテ ロ対 策 な の か,暴 力 団 対 策

なの か,経 済犯 罪 対 策 な のか を明 ちか に した上 で,そ れ ぞ れ に対 応 す る

具 体 的 な提 案 を用 意 す べ きで あ る。」(8)との 批 判 が な さ れ て い る。確 か

に,加 重対 象 とな る犯 罪(別 表1)が 暴 力 行 為 処 罰 法 等 との 関 係 な らび

に 当該 の 犯 罪類 型 へ の適 合 性 等 を考 慮 して必 要 な範 囲 に 限 定 され て い る

ため,そ の 関係 は複 雑 な様 相 を呈 す る。 しか し,テ ロ ・暴 力 団 ・経 済 犯

とい っ た犯 罪学 的分 類 は相 互 の 限 界 が 本 来 明確 で は あ りえ な いの で あ る

か ら,こ れ を区別 した立 法 とすべ き根 拠 も乏 しい で あ ろ う。

ま た,「 そ もそ も 「犯 行 を実 行 す る ため の 法 人」 な る もの が 法 的 に あ

り うるの か,「 団体 」 とは何 か(グ ループや集 団な ど他 の結合体 とどこが違

うのか,「 組 織」 とど う異 な るのか,現 行 法 の共 犯 との関係 は ど うな るの か

等)」 ㈲ とす る疑 問,あ る い は 「こ こ で は,少 な く と も 「元 々 の 犯 罪 団

体 」 とい わ れ る もの が あ る程 度 継 続 的 な もの と して 存 在 す る こ とが 前 提

とされ るべ きで あ って,そ うで なけ れ ば 共 犯 を越 え る組 織犯 罪 と して の

刑 の加 重 を根 拠づ け る こ とは で き な い で あ ろ う。」(1p)とす る提 言 もな さ

れ て い る。 これ らの 指 摘 は重 要 で あ る。 も し 「団体 」 の概 念 が不 明確 で

あ る な らば,そ の 定 義 規 定 を設 け る こ と も必 要 で あ ろ う。 しか し,「 犯

罪 を実 行 す るた め の 法 人 そ の他 の 団体 似 下単 に 「団体 」 とい う。)」 と文

言 か ら して,「 法 人」・「団体 」 の い ず れ も 「多 数 人 か ら成 る継 続 的 な組

織体 」 が 予 定 され て い る よ うに 思 われ る。 しか し}「 一 人会 社 」 もあ りa

「法 人 」 と 「そ の機 関 」・「従 業 員 」・「そ の 組 織 体 」 とは 区別 され るべ き

で あ る な らば,こ の 点 は… 考 を要 す る所 で あ ろ う。

(3)い ず れ にせ よ,「 組 織 的 な犯 罪 」 あ るい は 「団体 」 に よ る犯 罪 の

刑 罰 加 重 の根 拠 は,4の ⑥ で述 べ た よ うに,共 犯 に お け る心 理 的 連 帯 ・
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で あ る。 「政 治 の変 革」 とい う長期 的施 策 は,他 の 中短期 的施策 を不要

とは しないの であ る。

② 諮 問はi「 第0組 織 的 な犯 罪 に関す る刑 の加 重」(1一 定の組

織的犯 罪の刑 の加 重,2組 織的 な犯 罪に係 る犯 人蔵匿等の刑の加 重,3

予備罪の刑 の加重及び新 設),「 第二 犯 罪収益 等 に よる事業 経営 の支 配

等 の処 罰」,「第三 没収 及 び追徴 の拡 大」(1犯 罪収益等の没収及び追

徴,2犯 罪供用物件等の没収),「 第四 令状 によ る通信 の傍受 」,「第五

証 人等の保護 」,「第六 没収 に関す る手続等」 を骨子 としてい る。 その

中で,「 麻 薬特例法 」の規定 の適用領 域 を波 及 させ た もの を除 い て,特

に問題 にな るのはi「 第一 」 であ る。

この 「組織的 な犯 罪に関す る刑 の加 重等」 の規定案 には,二 つ の特色

が あ る。

第一 の特色 は,「 犯 罪組織」 自体 を犯 罪結社 罪 として定 め る 「団体 規

制」 ではな く,「行 為規制」 とす る伝統 的手法 を維持 してい る点 であ る。

す なわ ち,「 犯 罪実行 の ため の組織 を作 り又 は団体 の不正 な権益 に関連

して犯 した犯 罪(以 下 「組織的な犯罪」 とい う。)に 該 当す る一定 の犯 罪」

につ き,「 その刑 を加 重す る」す るの であ る。 この行為 規制 に よって,

ドイツ刑法129条 で生 じるよ うな 「結社 の 自由」 との抵触 の問題(適 用

除外)が 形 式上 は 回避 され るので あ る。 また,同 条 の よ うに団体 の結

成 ・加盟 ・宣伝 ・支援 を 「公 共危険犯」 ない し 「一般的予備 罪」 とす る

こ とに よって生 じる余 りに も早す ぎる 「前段 階処 罰」 と 「構 成要件 の不

明確性 」の問題 を回避 しうるのであ る。 しか し,別 に 「加 重予備 罪」の

新 設で,こ れ を補 完 しよう とす るのであ る。

第二 の特 色 は,「 組織犯 罪」 を伝 統 的 な暴 力団 の よ うな 「組織 暴 力犯

罪」 に限定せ ず,「 組織 テ ロ犯 罪」・「組織 経 済犯 罪」 に まで拡 張 して規

制 しよ うと して い るこ とであ る。 その趣 旨は,「 諮問 の背影 」に 「オ ウ

ム真理教事件 の よ うな大規模 な組 織的 な凶悪事犯,会 社 な どの法 人組織

を利用 した悪徳 商法等の大型経済犯罪」が例 示 されてい るこ とか らも判

(216}39



神奈川大学法学研究年報16

暴 力団 も,そ の構 成員の ほ とん どを警察 が把握 してい るのに見 ちれ るよ

りに,そ れ とは異質 な もの であ る。 む しろ 「組 織的 な犯 罪」 としてわが

国 で もっと も大規模 かつ深刻 なのは,政 ・官 ・財 の癒 着 に よる構造 的な

汚職 であ ろ う。」{7)と論 じられて いる。

しか し,こ の批判 は,組 織犯 罪 といわれ る同一 の事 象の異 なる一面 の

み を強調 した ものであって,諮 問ない し試案 の 前提 とす る認識 と実質 的

に対 立 してい る とは思 われ ない。す なわ ち,「 政 ・官 ・財 の構造的癒 着」

の連鎖 内に 「組織犯 罪」の 問題が あ り,こ の悪循環 を断つ こ とが現代 の

刑事 司法 の緊急 課題 であ る。 それが国際的 な共通 認識 で もあ るように思

われ る。 もっ とも,そ の批判 は,「 構造 的癒 着」へ の対応策 と して,「 今

こそ根 絶 され なけれ ばな らない」 としつつ も 「政治 の変 革」 を要 求 して

いる。 その対策は 「百年河清 を待つ」 に等 しいが,な ぜ刑事 立法 と政 治

改革 とが択一 関係 に な りうるか。

現在 の 日本 は,こ の戦 後の 「政 ・官 ・財」協 調に よる経済的繁栄 の成

果 として貧 富の格差 が小 さ く雇用の安 定 した社 会が実 現 され,そ れ ゆえ

に犯罪率 も低 い安全 な社会 となってい る。 しか し,規 制 緩和 等の構 造改

革 ・国際的 な競争 力の相対 的低下 な どの要 因に よ り,こ れ までの経 済的

安 定 を持 続す るこ との 困難 さが指摘 され続け てい る。 この よ うな懸念が

的確 で あれば,わ が国の安 全神 話 も終 えるか もしれ ないのであ る。一度

増大 した犯 罪社会 を現状 回復 す るのは,極 めて困難 なの であ る。欧 米の

社 会 は,そ の苦悩 の中で組 織犯罪対策 を痛感 して いる。 ニュー ジー ラン

ドの よ うな島国で国際 空港 が一一つ しか な く海外 か らの犯 罪汚染 に強 い牧

歌 的共 同体 の残 る社会 で も,規 制緩和 に よる失業者 の増 大に伴 って,僅

少10数 年 の短期 間 で組 織犯 罪等が 急増 したの であ る。 も しそ うで あれ

ば,今 わが国に必要 なの は,「 転 ばぬ先 の杖」 なの であ る。

国債 ・地 方債 の急増,高 齢化社 会 の到 来}環 境 の破壊 に よ って21世

紀の次世代 に残 され る負担は高 まるばか りであ る。せ め て犯罪増加 の負

担だけ は残 してな るまい。 その鍵 とな る刑事法 の課題 が,組 織犯 罪対策
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5.「 組 織的 な犯罪」対策立法の論議

(1)1996年10月8日,組 織的 な犯 罪に緊急 に対 応す る必要 の あ る刑

事実体 法 ・手続法の整備 要綱 の骨 子 を求 め る諮問が,法 務 大 臣か ら法制

審議会 に対 して な され,そ の刑事 法部会 で の審議 におい て,同 年11月

11日,組 織的 な犯 罪に対処 す るため の刑 事 法整備 に関す る事務 局参 考

試案が提 出 されて いる(5)。この刑事 立法 の根幹 に関 わ る諮 問内容 や法務

省参考 試案 が公 表 され,批 判 的検 討 の対象 とされ る よ うに なっ た こ と

は,組 織犯 罪対策の進展 におけ る一過程 として有益 で ある といえる。す

な わち,組 織犯 罪対策立法 につ いて,こ れ まで内発的 な提言 をせ ず,解

釈論 の枠 内での研 究 も し くは外 国法の紹介 な どに終始 していた多数 の刑

事法研 究者 に とって,こ の法務省参考 試案が,か の歴 史的 な 「アヘ ン戦

争 ・黒船来航 」の よ うに衝 激的 で過 激 な椿事 として,強 い反擬 を招 いた

のは当然の こ とで もあ る。 しか し,こ の試案 が組織犯 罪対策 の国際的水

準 に依 拠 した もの であ るな らば,わ が 国が再 び 「鎖 国」に 回帰 で もしな

い限 りは,単 な る衝激 の反機 では ない法的対応 を避 けて通 るこ とはで き

ないの であ る。

「諮 問」には 「最 近 におけ る組織 的な犯 罪の実 情」 とあ り,「諮 問の背

景」 として,「 組織 的 な犯 罪が平穏 な市民生 活 を脅 かす とと もに,健 全

な社 会 経 済 の維 持,発 展 に悪影 響 を及 ぼ しか ね ない状況 にあ る」 こ と

「また,こ うした組 織的 な犯 罪又 は国際 的 な犯 罪組織 の問題 は」,「国際

的に も協 調 した対応が 強 く求め られてい る」 こ とが述べ られて い る。

これ に対す る批 判 として,「 住専 ・暴 力団問題 は,わ が国 の歪 ん だ政

治 ・経済構造 に起 因す る もの で,今 こそ根 絶 され なければ な らないが,

それが構造 的であ るだけに刑 罰の加 重や捜査 手段 の強化 に よって対処 し

うる ものでは ない。政 ・官 ・財 の癒 着 の構造,暴 力団 を温存 して きた戦

後政 治の変革 が要求 されて い るの であ る。」,「国際 的組 織犯 罪 として念

頭 に置かれて い るの は,マ フ ィアや イス ラエルのハマ スの よ うな組織 で

あ って,オ ウム真理教 の よ うな一過性 な もの では な く,ま た,わ が国の
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来必要 な警察 活動 には明確 な手続法 的根拠 を定 め て,「 法 的 に透 明 な手

続」 とす るこ とが 「法 の支 配」か らの要請 であ る。

この意味 では,「 盗聴 」ばか りでな く,「秘密警察官 ・囮捜査」 の投入

につ いて も刑 事訴訟法 に明確 な限界づ けの規定 を新 設す るこ とが望 まれ

よ う。 さ らに,伝 統 的 な令状主義 のみでは捜査 の適正 手続化が充分 で な

いの で あれ ば,こ れ を補 完 し うるよ うな捜査 権 濫 用 防 止 の制 度(例 え

ば,加 重職権濫用罪や イギ リスの警察不服審査庁 のような制度の新設)を 考

案すべ きであ るよ うに思われ る。新 たな実体 法 は,こ れ を支 える新 たな

手続法 を必要 とす るのであ る。

(1)HeribertOstendorf,ReiheAlternativkommentare,Kommentarzum

StrafgesetzbuchBd.3(1986),§129,Rn.8,S .411に よ る と,刑 事 訴 追 に 関 し

て本 条 の実 務 的 意 義 は乏 しい と して,統 計 上 の 数 字 を 引 用 す る。 な お,警 察

犯 罪 統 計 ではs129条 自体 で は な く,国 家 犯 罪 と して 政 党 ・団 体 ・結 社 の 禁

止違 反 お よ び犯 罪 結 社 罪 が 一 括 され て い る。 捜 査 手 続 と判 決(有 罪判 決)の

件 数 は 以 下 の 通 りで あ る。1977年85・8(4),1978年135・16,1979年

205・8,1981年626・6,1982年232・20な お,1977年 を 除 い て ,有 罪

判 決 は 示 され て い な い(そ れ は 存 在 し な い の で あ ろ う)が,い ず れ に せ よ,

その 件 数 の上 下 が激 し く,捜 査 件 数 に 比べ て有 罪 件 数 は少 な い。

(2)TheodorLenckner,Schbnke-SchroderStrafgesetzbuchKommentar24 .

AuflageX1991),ｧ129,Rn.1;KarlLackner,KristianKohl ,Strafgesetzbuch

mitErl瓢uterungen}21.Auflage(1995)s§129Rn .1,S.624.

(3)Hans-JoahimRudalphi,SystematischerKommentarzumStrafgesetz-

buch,BandIIBesondererTeil,4.Auflage(1989),§129Rn .2.

(4)Ostendorf,a.a.0.,§129Rn.8は,本 条 の法 政 策 と して 二 つ の 目的 が 認 め

られ る とす る。 第 一 は,政 治 的 ・犯 罪 的 反動 を適 時 に 結 成 か ら防 止 す る と同

時 に,刑 の 減 軽 免 除 に よ っ て結 社 か らの 離 脱 を促 す こ とで あ る。 第 二 に,麻

薬 組 織 等 の 犯 罪結 社 に 対 処 す る こ とで あ る。

(5)H-J.Rudolphi,JRl984,S.31ff。,S.33f.は}本 判 例 の評 釈 に お い て}刑

法129条 の 犯 罪結 社 と刑 法30条 で可 罰 的 な犯 罪 共 謀(陰 謀)と を裁 然 と区 別

し うる必 要 が あ り,そ の ため に は 各 構 成 貝 の個 人 的 な責 任 感 情 を消 去 して 犯

罪 へ と駆 り立 て る 「犯 罪結 社 に特 有 な 危 険 性 」 を基礎 づ け る もの と して 「組

織 の掟 ・規約 」 が 必 要 に な る と論 じて い る。
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が って,か か る禁 遇 は 「モ グラ叩 き」に終 り,潜 伏 した組 織 活 動 の 追

跡 ・情報収集 のため には,秘 密捜.査官 ・盗聴 ・囮捜査 といった極 どい刑

事手続 の強化 が不可避 に な り,そ の導入に よる人権侵 害 も増大す ること

に なる。 この よ うな批判 は,一 面の正 しさ を否定 しえない ものの,次 の

よ うな反論が な しうる。

す なわち,い ずれ にせ よ 「組織犯 罪ははび こる」 ので放 置す るのが よ

い,と いった方策 は,結 局 は,悪 の根源 を放 置 して繁殖 を容 認す るこ と

にな る。 「毒 を もって毒 を制す る」 とい った 自浄作 用 は期待 しえ ないか

らであ る。 それゆ え,既 に暴 力団対策 法や住 民活動 に よって地域か ら暴

力団 を排 除 し封 じ込 め る とい う方策が選択 され たの であ る。 その合理性

は,暴 力団の事務所や組 織活動 の公然性 を法的 に容 認 した と して も,そ

れゆ えに その活動 が地域 社会 と融和 しうる適法 で社会的 な ものに変 った

りしないばか りか,そ の犯罪活動の計画 ・遂行が非公然 かつ密行 的に検

挙 を免れ るような形態 で行 われ るこ とに何 らの変 りもない,と い う点 に

求め られ る。 さらに,組 織犯 罪は,い ずれにせ よ合 法性 を装 って企業化

す る傾 向にあ り,こ れ を放 置すれば政 治家 ・公務 貝 ・法律 家 ・企業家 の

誰 で も接近 ・結託 の可能 な人物 ・組織 を取 り込むの であ る。 それが法的

禁止 に よって初 めて悪質巧妙 化す るの でないこ とは,組 織経済犯 罪 ・企

業犯 罪では明 らかで ある。処 罰 され た人々が刑 務所 で犯 罪知識 の増大 し

た仲 間 をさ らに引 き込む,と いった問題 も,組 織犯 罪の処罰 を しなけれ

ば 回避 で きるこ とではない。 いず れにせ よ,人 的 ・財産 的資力 を犯 罪組

織 か ら断つ ための一方策 として,犯 罪組織化 の刑事規制 が必要 に なるの

であ る。

第 四に,「 犯 罪組 織」の犯 罪化 に よ り,従 来 の 「公安 警察」 的活動 に

代 って,「 犯 罪捜査 」 と しての警察 活動 が刑事 訴 訟法 に依拠 して可能 に

な る。す なわち,「 犯 罪の嫌 疑」 を前提 とした捜査 が可能 にな るの で,

「令状 主義」 に依 拠 した適 正 手続 に よ り犯 罪組織 の密行 的活動 の法的抑

止が実現 可能 に なる。 もとよ り 「令状 主義」 は行 政手続 に も及ぶ が,本
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成貝等々)に よる 「支援 」・「加 担」の行為 が刑法 で規制 可能 に な るか ら

であ る。 それは,規 制対象 を 「組織 暴力犯 罪」に限定 して いる暴 力団対

策 法 の行 政規 制 よ りもy形 式上 は一 貫 した態度 に な るで あ ろ う
。 しか

し,こ の よ うな刑法 に よる 「一般予 防」 の強化 は
,そ の違反者 を現実 に

摘発処 罰 して再社 会化 に結 びっけ る 「特別 瑚 の強化 を伴 わ ない と
,

実効 性 に乏 しい こ とにな る。 したが って,警 察組織 ・刑 事司法 ・行刑 な

どの全体 的 な構造 改革 な しに,警 察捜査 の よ うな…部 門のみ を強化す る

こ とは,人 権侵 害その他 の機能 障害 を もた らす こ とに なる
。 それゆ え制

度全体 の 「均衡 と抑制」 の機構 が問われ るこ とに な る
。

第二 に,規 制対 象 とな る 「犯罪組織」 を限界づ け る立法 技術 の 困難が

避 け られ ない。 「犯 罪遂行 目的の組織」 を対象 とす る とき
,そ の構 成 員

間の序列支 配関係 ・不法利益 の分 配灘 な どの組織 原理や 組織活動 の継

続性等 を要件 に しない と,犯 罪組 織の限 界は不明確 にな る
。 しか し,現

実 の犯 罪組織 は実 に多様かつ柔軟 であ り,こ れ らの要件 に合致 しない組

織 も多 く,し か も,そ の要件 を明示す ると,そ の脱法化 を保 障 し促 進す

るこ とに もな る。 それゆ え,立 法政策 としては
,一 方で犯 罪組織 を狭 く

限定 しつつ,こ れへの支援 ・共犯行為 を広 く補捉 す る方法が あ るが
,支

援等 の行為 の限界づ けは困難 であろ う。 そこで,犯 罪組織 の要件 をい く

つかの段 階に応 じて弾力化 す る方法 があ りうるが
,こ れ と法定刑 とを対

応 させ るこ とが可能 な程に法益(侵 害)関 連性 をもたせ るこ とは難 しい

であろ う。 したが って,こ の よ うな二律 背反性 を実体 法 の内部 で解 消す

るこ とは極 めて 困難 であ るので,第 一 の末尾 に述べ たよ うな組織法 ・手

続法 を含め た総合 的施 策が必要 に な るように思 われ る。

第三 に,「 犯 罪結 社」 の組 織活動 自体 が犯 罪 として禁遇 され るこ とに

な ると,そ の 「公然」の活動が許 されないので
,暴 力団等の犯 罪組織 は

「秘 密」 の組 織 とな って社 会(地 下)に 潜伏 す る。す な わ ち,結 社 の禁

止 は犯 罪組 織の 「偽 装解 散」 を促進 す るだけ であって
,真 の解散 に よっ

て生 じた 「縄 張 り」 の空 白には別 の犯 罪組織が拡 が るだけ であ る
。 した
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右手 がYの 動作 とす るのが 「共 同意思主体 説」で あ る)。 そ れ ゆ え,連 帯 ・

協 同 の 危 険 増加 を共 犯 の処 罰 根 拠 に加 え るべ き理 由 は 乏 しい。 これ に 対

して,「 犯 罪 結社 罪」 で は,各 則 に定 め る犯 罪 規 定 か らす る と予 備 ・陰

謀 に も な り う るか 疑 問 とな る段 階 の 連 帯 ・協 同(団 体 結成行 為)が 当 罰

性 を もち うるため の 「法 益 の 危殆 化 」・「危 険増 加 」 が 問 われ て い る。 そ

れ が単 独 の行 為 者 に よ る予備 で あ るな らば,兇 器 ・爆 発 物 ・有 毒 物 等 の

所 持 ・製 造 とい っ た特 別 の事 情 が 加 わ らな い と 「当 罰性 」 に 欠 け る で あ

ろ う。 そ れ ゆ え,こ の よ う な 「特 別 の 事 情 」(公 共 危険)の 一 態 様 と し

て 「犯 罪 目的 の 人 的 結合 」 の 当罰 性 が 問 わ れ て い るの で あ る。 刑 法 総 則

の 共 犯 で は,人 的 結 合 に よ る協 働 が 問題 に な る場 合 で も,そ れ は偶 発 的

な協 働 で 足 り,一 回限 りの協 働 で 良 い。 しか し,犯 罪結 社 罪 で は 「犯 罪

目的 」 の 「継 続 的 な 人 的結 合 」 で あ っ て,「 犯 罪 を推 進 す る原 動 力 ・潜

勢 力 」 を備 え た 「組 織 」 で あ る こ とが要 件 とな る。 それ に よ って,.単 な

る予 備 の協 働 とは違 っ て,「 当罰 的」 に な り う る。 さ らに,そ の 「犯 罪

目的 」 は,単 一 の 犯 罪 で は足 りず,多 数 の犯 罪 また は犯 罪 累行 を要 件 と

す る,と い っ た 限 定解 釈 が 必 要 で あ ろ う。 そ うで な い と,「 犯 罪結 社 」

と も呼べ ない か らで あ る。 なお ドイ ツ刑 法129条 に い う 「犯 罪結 社 」 で

あ る ため に は,継 続 的 な共 同 目的 の達 成 の た め に構 成 貝 の 意 思 を全 体 意

思 に従 属 させ る統 一 的 結 合 で あ り(BGHSt.28,147),そ の ため に は 「そ

の 意 思 形 成 に 関 して全 構 成 員 を拘 束 す るルー ル」 の 存在 が 必要 で あ る と

解 され て い る(BGHSt.31,239)(5)。

⑦ 最 後 に,こ の よ うな 「犯 罪結 社 罪 」 す な わ ち 「犯 罪組 織 」 自体 の

結 成 ・活動 を処 罰 す る政 策 の 長 短 につ い て,若 干 の検 討 を加 えて お く。

第 一 に,「 力 の 支 配 」 に よ り 「法 の 支 配 」 を揺 が そ う とす る 「犯 罪 組

織 」 を正 面 か ら国 家 と市 民 が 許 容 し な い とい う態 度 の 法 的 明 示 に よ る

「一 般 予 防 」 の効 果 が 考 え られ る。 犯 罪 組 織 の 「結 成 」 の み な らず,犯

罪 組 織 に 「加 盟 ・入 会 」 す る行 為,さ らに 組 織 の 構 成 員 で は な い 人 々

(政治家 ・公務員 ・弁護士 ・公 認会 計士 ・税理 士 ・金融機 関 その他 の企業 の構
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与者に裁量的 な刑 の免除 の余地 を認 め てい る(4)。 また,学 説 は 「支援 」

を 「団体 の存続 ・目的実 現の原 因 とな る寄 与」 に制 限す るな どの 限定解

釈 を加 えて,こ の犯 罪結社 罪が抱 える問題 の緩和 に努め てい る
。

⑥ それ で もなお検 討 され るべ きは,前 述 の 「前段 階 処 罰 の根 拠」

が,単 な る 「共犯処罰 の根拠 」 を超 えてい るか否 かであ る
。 も し 「犯 罪

結社 」が刑法総則 に定め る共 同正犯 ・教 唆犯 ・幣助犯 の 「共犯」 に解 消

可能 で あ り,ま た 「共 犯」 と同一根 拠 で処 罰 され るの で あれ ば
,そ の

「前段 階処 罰の根 拠」 は失 われ るこ とにな る。 前記② の 「予備 罪説」 も
,

実 は この問題 を提起 す る点 で重要 に なる といえる。

「結社 罪」 と 「共犯」 との対 比 で注 目すべ きは,特 に 「共 同意思 主体

説」 であ る。 同説に よる と,共 犯 の処 罰根 拠 は,共 同正犯 ・教 唆犯 ・討

助犯 を統合 した一単一 の組織体 の活動 として,そ の個 々 の構成員 の各行為

の総和 を超 え る法益 危殆 化 が そ こに生 じる点 に求め られ る
。 それ は,

「赤信 号皆 で渡 れば怖 くない」 とい う考 えに た とえ られ る
。確 か に,共

犯 と結社 罪 とに共通点 があ るこ とは,否 定 しえず,自 明で もあ る。 しか

し,共 同意思 主体 説は,正 に 「組織体 」少 な くも 「共謀」 を前提 とす る

点 で,「 共犯規定」 に馴 じむか疑問 なのであ る。 それ に して も,「共 謀」

を全共犯 の要件 とす るならば,共 犯成 立の限界 を明確 化 して限定 しうる

側 面 を もつ こ とも否定 しえない。

そこで,い ずれにせ よ,次 の よ うに考 え るこ とがで きる。 「犯 罪結社 」

にせ よ 「共犯」 にせ よ,そ の人的結合 に よる行為 協働 で生 じた危険増加

が違法性 を高め るこ とは肯定 され うる。 しか し,総 則の共犯規定 では,

各則 に定め る所為 の連帯 ない し役 割分 担か ら生 じる危険増加 は,各 共犯

者 の実 現 した所 為 の違 法評 価 に解 消 可能 なの で あ る。例 えば,被 害 者

Aを 行 為者Xが はが い締 め で逃 げ られ な くしたの で行為 者Yが 刺 し殺

せ た とい う事 案 に お いて,Xの 行 為 が単 な る逮 捕 罪 で も殺 人 幣助 罪 で

もな く殺 人 罪 であ る と個別 的 に も評価 可 能 なの であ る(こ こで,X・Y

の一体不可分の行為 を統合する行為主体 を考 え,そ の左手がXの 動作,そ の

32(223)



匿界,的視座か ら考える組織犯罪

別 の規 定 を設 け,刑 法129条aに は テ 「ロ結社 罪の規 定 が あ り,さ らに

結社 法20条 に罰則 を定 めて,ド イツ法は対 応 して いる。

次 に,犯 罪結社 罪 を処罰すべ き根拠 が問われ る。本 罪の保 護法益 につ

い て は,① 「公 共 の安 全」 とす る見解②と② 「刑 法各 則規 定 の保 護 法

益 」 とす る見解3)と が対立 してい るものの,そ の実質 的差 異 は必ず しも

明 らか ではない。① 説には,公 共 の秩 序安全 の保護 として も,結 局 は結

社 に よ り計画 され た個 々の犯 罪行 為の予防以 上 を意味 しえない,と の批

判が ある一方,② 説 では,結 社 罪は各則の所為 の 「予備 罪」であ る と強

調 され るが,だ か ら とい って 「特定犯 罪」の 「具体 的予備 」で あるこ と

まで は要件 としえない。 そ うす る と,本 罪は,「 一般 的 予備 罪」 であ っ

て7「 公共 危険犯」・「抽 象的 危険犯」 の性格 を拭 い切れ ず,む しろ前述

した意味 での 「法 の支配」 に対す る罪であ る との性 格づ け も可能 であ ろ

う。

(5)実 質 的 な処罰根拠 と して重要 なの は,「 公共危 険犯」 な い し 「一

般 的 予備 罪」 のいず れ も相互 に他 を排 斥 しえない として も,こ の よ うな

前段階処罰 がなぜ許容 しうるか,と い う点 である。 こ こでは両説の差異

は解 消 され,「 犯 罪団体 に内在す る特 有 の犯 罪 原動 力」が犯 罪遂行 を促

進 ない し容 易 にす るとい う 「危険性」 に注 目されてい る。 すなわ ち,第

一 に
,集 団に よる協働 的手段 の危険性,第 二 に,団 体構 成員の個 人の責

任 感(規 範的抑止力)や 恐怖 心 等の抵抗感 を緩 和 ・除去 し,あ るいは 勇

気づ け,利 益 で誘導 し,さ らに合 目的的 な組 織活動 に共感 ・同調 させ て

動機づ け支援す る とい う犯 罪遂行 の容 易化 で ある。

しか しなが ら,こ の よ うな一種 の 「共犯 的予備行為 の正犯化 」に よっ

て,予 備 行為 の未遂 の教唆 ・甜助 も可罰 的 とな るの で,「 重 罪」 に限 っ

て 「未遂 の教 唆」 の処 罰 を認 め た刑 法30条 の趣 旨が損 われ る。 また,

正犯行為 であ る ド支援 」の概 念には,明 確 な限界が ない。 こ うした重大

な疑 問のあ る本条の規定 につ き法政策的 には大 いに争 われ てい る。 しか

し,本 条の3項 は,責 任 が低 く,か つ協働 が従 属(補 足)的 な役 割の関
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規制」 との折 衷様式 に なるが,そ れ は 「犯 罪組織 」の不法性 を前提 とせ

ずに は成 り立 たないのであ る。

「犯 罪組 織」 それ 自体 を 「行為 主体」 として捉 え るこ との 可否 は
,法

人処罰 の問題 と連動 す るが,そ の場合 に も 「行為主体1は 一定の行為 ゆ

えに処罰 され るこ とに変 りない。法 人処 罰 では実質的 は不法 に乏 しい株

主の作為 ・不作為 に財 産刑が分 担 させ られ るこ とに な り
,組 織体処 罰 で

は構成員 の不 法が組織体 に集約 され て帰責 され るこ とに なる
。 この問題

を避 け る とす れば,「 犯 罪組織」 を結成 す る 自然人 の行 為 を処 罰す るこ

とに な る。 イ タ リアや ドイツ な どでは,こ の よ うな方策 が と られ てい

る。 わが国で も,無 限連鎖 講防止法が 同 じ方策 を採用 している
。 それ が

可能 なのは,無 限連鎖講 とい う配当組 織が必然的 に他 人の財産 損失 を 自

己の財産 利得 とす る点 で賭博 と共通 しなが ら も,そ の財産得 喪 が加 入順

位 に従 属 す るが ゆえ に,必 然 的 に増殖 しなが ら も最 終 的 に破 綻 す る点

で,賭 博以上 に不法性 が高い こ とに ある(ち なみに,ア フガニス タンでは

ネズ ミ講の大流行によって社会全体が崩壊の危機 に直面 していると報道 され

ている)。 したが っ てiそ の組織 自体 の 「客観 的性 質」が必 然 的 に法益

侵 害 を惹起 す る とい うよ うな団体 は,そ の結成 ・支援 の行為 を刑罰 で禁

止 しうるこ とに な る。 これ に対 して,犯 罪遂行 の 「目的」 で結成 され た

団体 の規制 となる と,そ こに は市民 の人権保 障 との関係 で刑法 の早期介

入への疑問が生 じるこ とを避 け られ ない。

(4)例 えば,ド イツ刑法129条(1}は,犯 罪結社 罪 を定め
,犯 罪遂行 の

目的 または活動 に向 け た結社 のa設 立行為 ,b加 盟 構 成員 としての関

与)行 為,非 構成 員に よる,c結 社 喧伝行為,d結 社 支援 行為 につ いて,

5年 以下の 自由刑 を科 してい る(同 条1項) 。

まず,犯 罪結社 罪 ではy憲 法 で保障す る 「表 現の 自由 ・結社 の 自由」

との抵触 を避 け るこ とが求め られ る。 そこで,本 条2項 は,裁 判所 の宣

告 で憲法違反 とされ ていない政党 団体 を本 条1項 の適用外 であ る と明示

す る。 また,憲 法違反 とな る組織 活動 につ いて は刑 法84条 か ら87条 に
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の侵害」 であ るか ら,そ の限 りでの違法性 は明 白であ る。伝統的 な近代

刑法 は,法 と倫理 とを峻別 しつつ,こ の よ うな直接 的 な侵 害 を中心 に抑

止 をめ ざして きた。 しか し,暴 力団の銃器 を用 いた抗争殺人 で も,イ タ

リア本 家 のマ フ ィア に よ る裁判 官 の殺 人や その家族 の誘 拐等 であ って

も,そ の可視 的 な侵 害 それ 自体 ではな く,そ こに 「象徴 」 され る 「力の

支配」 に よる 「法 の支配 」の排 除 こそが 「民主主義 と自由 な社会 」 に と

っての脅威 なので ある。 す なわち,暴 力や 資力 に よる 「力の支配」 が,

その潜 勢力 を背影 として,人 々の同意 をか い くぐる形 で合 法性 を仮装 ・

潜 称 し,「個 人の 自律」 を弱め 「囚れの大衆」 を操 作 して社会 に浸透 し

てい く。 その過程 で露呈す る個 々 の犯 罪行 為 は,そ の最終結果 ではな く

中間結 果で しか ない。 その末期 になれば,苦 痛 に耐 えか ねて死(社 会解

体)に 至 るが,そ の時点 では治療 方法の見つか らない癌 の よ うな犯 罪が

「組 織犯 罪」 であ る。 この ように 「不 可視 的 で慢性 的 に進行 す る犯 罪」

に対 す る刑事 規制 は,必 然的 に強い副作 用 を伴 うこ とに なるので,当 然

に慎 重 な配慮が必要 であ る。 しか し,そ の痛みゆ えに,そ の病 巣 を放 置

して よいか。 もし放 置す る と,よ り強 い措 置が将来必要 にな るのであれ

ば未然防止 こそが合理 的 なの であ る。
ノ

(3)第 二 に,「 組織犯 罪」 と 「犯 罪組織」 との いず れ を規制 すべ きか

問われ る。 それは,「 行為 規制」 と 「団体 規制」 との いず れか とい う選

択 に関わ る。 ここでは,単 な る 「行為規制」 は対 象外 であ る。既 に当罰

性 の ある行為 の大部分 は,基 本的 に構 成要件(犯 罪)化 されて い るので

あ る。 したが って,「 組織 犯 罪」 の力 を背景 とした 「不可視 的 に慢性 的

に進行す る犯 罪」 を抑止す るには,そ れ 自体 では当罰性 の乏 しい行為i類

型 とその背後 にあ る 「犯 罪主体」 とを結合 させ て,一 体評価 して初 めて

当罰化 に到達 しうる。暴 力団対 策法は,か か る立法技術 を用 いたの であ

る。 この場 合 には,「 犯 罪主体」 それ 自体 が 当罰 的で ない として も,そ

の当罰性 の乏 しい行為 と合算す る と当罰的 にな る程度 の不 法 を内在 した

「犯 罪主体 」が 必要 にな る。 したが って,こ れは 「行 為規 制」 と 「団体
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て,自 ら国 際 社 会 の一 員 と して 考 え るの に,「 組 織 犯 罪 」 は絶 好 の テー

マ で あ る とい え る。 これ が 「外 な る組 織 犯 罪」 の 問題 で あ る
。 しか し,

「組 織 犯 罪 」 に は,経 済 ・交 通 ・通 信 が 急 速 に発 達 す る今 日,も は や 内

外 の 国境 が な くな りつ つ あ る。

4.「7s犯 罪 」の概 念 と刑事規制

(1)「 組織犯 罪」 とよばれ る犯 罪現 象は,そ の限界づ けが 困難 であ る。

一 方 で
,そ れが薬物犯罪 ・拐取 人身売 買 ・売春 風俗 犯 ・武器等不法輸 出

入 ・民事介 入暴 力 ・恐喝 ・暴力行為 ・詐欺 的商法 ・談合 等 の経 済犯 罪 ・

賄賂 等 の職務犯 罪 といった個 々の不法行為 に解消 され,他 方 で,そ の集

団的行為 を共犯 ない しは法 人犯 罪 として補 捉す る こ とが 可能 で あ ろ う

か。 もしそ うであれば,「 組 織犯 罪」 とい う概 念 は一 つ の犯 罪現象 と し

て緩や かな枠組 の 中に留め て置 くこ とが許 され よ う。 そ して,そ れへ の

「法的対 応」 と して も,こ の集合 概念 を構成 す る個 々の不 法行為 の 抑止

策 を考 案す れば足 りよ う。 しか し,「組 織犯 罪」 それ 自体 に対 す る 「刑

事 規制」 が必要 で あ るな らば,「 組 織犯 罪」の概 念 は,明 確 な 限界づ け

の可能 な もの でなけれ ばな らない。 この こ とは,い わゆ る暴 力団対策 法

が,そ れ 自体 では暴 力行為 としての刑事規制 の困難 な 「民事 介入暴 力」

の 「周辺的行為」 を禁 遇す るに当 り,犯 罪前科 のあ る者の構成率 とい う

厳 密 な基準 を導 入 した うえで 「暴 力団の指定」 を した こ とか らも明 らか

で あ る。 そ こで,こ こでは,「 組織犯 罪 の概 念 とその限 界づ け」の 問題

につ いて考 えてみ なけれ ばな らない。

(2)第 一 に,組 織犯 罪の法益侵 害性 ない し(実 質的)違 法性 が問 われ

る。 その究極的 な違法性 は,組 織犯罪が個 別 の個 人 ・社会 ・国家 の法益

を単 に侵 害す るだけでは な く 「個 人の ・.r`.を基礎 とす る民主主義社 会の

共 存 の基本 的機 構(シ ステム)」 を 「慢 性 的 に腐 蝕 させ る方 法」 で危 殆

化す るこ とにあ る。殺人 ・強盗 の よ うな個 人的法益 に対 す る罪,内 乱 ・

多患 の ような国家的法益 に対す る罪,そ れ らは 「可視 的 で直接的 な急性
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欠 くとは いえ,こ の ような現象 を 「組織犯 罪」 とい う視座 の下 で 自ら考

えるべ き時期 に直面 してい る といえ よ う。す なわ ち,わ が国が直面す る

刑 事 政策 の最 重 要課 題 が社 会 構造 的 な 「組織犯 罪」 なの で あ る。 それ

は,刑 事政策 の教科書 に掲 げ られて いる暴力団 な どの 「組織暴 力犯 罪」

とい った断片的 カテ ゴ リー に単純化 され るべ き問題 では ない。 また 「組

織暴 力犯 罪」 と 「組織経済犯 罪」 とが 融合 し限界づ けが困難であ る とい

うだけの 問題 で もない。 む しろ,「 横 並 びの行 動」 を して い る と,普 通

の市民が誰 で も何 時の間にか犯 罪に はま り,こ れ を助長す ることにな っ

てい る。 この よ うな事 態の根 を どこで断 ち切 るかが問題 であ ろ う。

これは 「内 なる組織犯 罪」 の問題 であ るが,そ れは同時に東西 の対 立

構造 が基本的 に消滅 した世界 の南北 に またが る構造 的な国際問題 であ る

と同時 に地球 環境 問題 で もあ る。 さらに,コ ンピュー タの イン ター ネ ッ

トの普及等 にみ られ る情報化社会 での犯罪現象 に関 わ る最先端の問題 で

もあ る。例 えば,ソ ビエ ト連 邦の崩壊 は,計 画経済の失敗 に よ り地下 の

闇経 済がマ フィア等 に よ り急成長 した ことに由来す る。 その後の世 界各

地 に噴出 した民族紛争 も,不 法 な武器輸 出等 に よって支 え られて いる。

経済的 に貧 しい国が産 出 した薬物 が豊 か な国に流入 し,貧 しい国 には武

器が流入 し,先 進 国の経 済援助 は貧 しい国 の政 治 ・経済 ・環境 を腐敗 ・

悪化 させ る。 こ う した組 織犯 罪 は,平 和 ・民主政 治 ・経 済 秩序 を阻害

し,貧 富の格差 を増大 させ る。 「組織犯 罪」の概 念は決 して明確 では な

く,そ の形態 も各国の事 情 に応 じて実 に多様 であ る とはい え,こ れへ の

法的対応が新 たに必要 な こ とで世 界は共通 の認識 に到達 してい る。

この国際 シンポ ジウムで 「世 界的視座 か ら考 える組 織犯 罪」が課題 と

して提起 されたの も,こ れに参 集 した世 界各国の 人々の共通 す る危惧 感

を示 してい る。従 来,わ が国は外国の既成の優 れ た法制度 を一方的 に選

択導 入す るこ とで事 足れ りとして きた。 しか し,今 後 は,そ の よ うな一

方通行 では な く,国 際的 に共通す る法的論議 に 自ら参加 し新 た な法制 度

の構築 に協力す ることが求め られてい る。 国家間 ・官 民間の障壁 を超 え
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あ り強制力や刑罰の行使や市民に正 当防衛の行使が認め られている。 これが

対外的な場合には許 されないのはなぜか。 また,日 米安保条約 では,な ぜ 日

本は米軍に よって一方的にのみ安全 を保障 してもらえるのか。この内外の矛

盾 と偏面性は,わ が国の 「自律欠如」を前提に してのみ成 り立つ)。

しか し今,こ の戦後 の経済的発展 を支 えて きた政 ・官 ・業 の 「鉄 の ト

ライア ングル」 の病弊 が連綿 と露呈 しつつ あ る。例 えば,ロ ッキー ド事

件 ・リクルー ト事件 ・佐 川急便 事 件 ・薬 害エ イ ズ事 件 等々の 「金権 政

治」は,決 して特定 の政 治家 ・官庁 の官僚 な どの個 人 と特 定企業 との癒

着 といった問題 ではな く,利 益 供与 を求め る選挙民 ・社 員等の数 多 くの

市 民の要求 に応 じた成果 なのであ る。 証券不祥事,大 手百貨店社 長 と暴

力団 との 交際 大 手 企業 の総 会屋 へ の利益 供 与,建 設会 社 等の 入札 談

合,企 業 に よる社 員の生命保険金 の収得 等々抵抗 しえない人々 を喰 い も

の にす る点 で,豊 田商事 事 件 ・KCC・ オ レン ジ共 済事 件 等 の詐 欺 商法

とは手 口に差 異が あるにす ぎない。 オ ウム真理教事件 は,こ の ような社

会的病理 の 反映 であ る と同時に反動 とみ るな らば,こ れ を間接 的 に支 え

た信者の 多 くが 自ら反 省の対応 を示 そ う としないの も納得 しうる といえ

る。

この よ うな社 会構 造 の上部 か ら下部 にわ たる一連 の腐敗現 象は,経 済

的繁栄 に隠蔽 され てはい るが,一 種 のア ノ ミー ない し社会解体 であ る と

もいえ る程 に,国 政 か ら地方 自治,巨 大企業 か ら中小 企業,営 利会社 か

ら学校 法 人に至 るまで,政 治家 ・官僚 ・企業家 ・法律家 ・宗教 家 ・教育

者 ・消費者 ・家族 の各層に まで柔か に漫延 してい る と見るべ きではない

だ ろ うか。 「人に よる数 ・金 ・力に よ る支配」 が 「法 の支配」 を浸蝕 し

続 け てい る。何 よ りも憂 うべ きはiそ の最 大 の犠 牲者 が21世 紀 を担 う

子 ど もた ちであって,こ の よ うな腐敗 現象 をマ ス メデ ィア等 を通 じて容

易に知 りうる子 どもたちが社会 に希望 を失 って内向 きにな って行 くこ と

であ る。高校生 の薬物使 用や援助 交際 の流行 といった事象 は,そ の一端

で しか ない。 もしそ うであれば,今 こそ市民は,た とえ直接的 な連 関 を
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れ る ときには,外 国か らの影響 力に よって,わ が国が政 治 ・経済 な どの

社会 的対応 を余儀 な くされ るこ とを意味す る。 この 「自律」 の欠如 ない

し 「責任転嫁 」 を意味す る 「外圧 」は,も はや わが 国に固有 の文化現象

で ある といえ る程 に定着 して いるか も知れ ない。

その基本 的要 因は,わ が国が極 東 に位置 す る 「島国」 であ り,朝 鮮 半

島の 向 こう側 は中国 ・ロシア等 の 巨大 な領 土の大 国に よって遮断 され て

い るこ とにあ る とも考7¥t.られ る。す なわ ちr「 外圧 」 とは,国 際的 な政

治 ・経 済 ・文化 の影響(因 果関係)に 関 して,強 国 に よ る侵 略 ・征服 を

直接 的に受 け るこ とな く在外 の状況 と結果 を見 てか ら反応 しうる緩漫 と

余裕 を意味す る。 同時 に,遠 国か ら波及す る うちに変容 した思想 ・文化

を 日本の在来文化 に調和 させ て受容す る習慣 が形成 された。他 方では,

米作(水 稲)中 心 の労働 集約 的農業 は,天 候 と人力 に依 存す るの で,そ

の協力 に必要 な閉鎖的共 同体 の内部 で,他 者 の動 向 ・大 勢 に従 うとい う

「横 並 びの行 動様 式」 と 「閉鎖的利益 の確保 」の伝 統 が今 日まで維持 さ

れた。

歴 史的には,思 想 ・文化 ・政 治 を基礎づ け る 「漢字 ・仏教 ・律令」 の

伝 来に始 ま り,国 風文化 の形成 ・蒙古襲来 ・武士 の支配 に至 る中国文化

の受容 は,西 欧列強 の到来 に よる中国での 「阿片戦 争」 と日本 の 「鎖 国

か ら開 国」へ の動 きに よって終 了 した。 明治以 降の急激 な 「欧化 と富国

強兵」へ の政策転換 は 旧来 の士農工商 の支 配層 の連合 であって,敗 戦後

の 「民主化 と平和 主義」 に よる社会 の構 造変 革 も,士 農工 商の被 支配層

を政 治の支 配者に変 えた大 衆政 治の混乱 を軍 人か ら官僚 に変 わった士が

調整 す る とい う もの であ って,「 平和 主義」 の名 の下 で 「経 済至上 主義

に よる侵 略」は依 然 として継続 され,前 述 した 日本 の伝統 は大衆化 して

強化 され た。朝鮮 戦争 と同時 に 「自衛 隊 ・日米安 保条約 」 とい った外 的

要 因へ の柔弱 な政治的対応 には,経 済的発展二以外 の国家の基本 的な政策

理 念が な く,多 数者 に よる力へ の迎合 と現状へ の妥協 で しか ない ように

見 え る(例 えば,対 内的な法秩序 と人権保障のためには,警 察 ・司法制度が
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研 究所 にて資料収集 を してい る時 に,ダ ス教授 か ら日本の警察組織 につ

い て質 問が あ り,日 本 での 調査 に協 力す るよ う依 頼 を受 け た。翌 年1

月,同 教授 は警察庁 での調査 に来 日され,本 学法学部 生 を対象 に 「ア メ

リカの刑事 司法 と警察制度」 の講演 をされ た。 その際に,第3回 の国際

会議 を 日本 で開催 したいが,警 察庁 か らは良 い回答 を得 られ ないの で,

神奈 川大学 で主催 して もらえないか,と い う再 三 の依頼 を受 け,こ れ を

再 度断 ったが,本 学 の関係 機 関か らの承 認 が得 られ る こ とを条 件 とし

て,そ の英文 の建議 計画書 に署名 した。 その後,そ の調整 に長 い時間 を

要 しy法 学研究所 の 内部的承 認が得 られた後 も,そ の開催実現 に必ず し

も積極的 ではなか った。 しか し,法 務省 での組 織犯罪対策立法 の構 想に

つ いて報道 で知 るに及ん で,こ の会議 を実現 す る必要が あ る と考 えるに

至 った。 そ こで,こ の領域 につ いての専 門研 究者の参加が あ り,そ の学

術 的報告書 を刊行 しうるレベ ル に到達す るな らば,法 学研 究所主催 での

国際 シンポ ジウム も可能で ある,と ダス教授 に連絡 した。 こ うして,同

年7月 頃 よ り準備活動 が始 まったが,旅 費 ・研 究費の支給が な く,遠 い

日本に何 人 の参加者 があ りうるか全 く予測 しえ ない。 その ため,他 大学

な どの機関 に共催 等 の協 力 を求 め る広報活動 をな しえない ままに秋 を迎

えた。 その40名 を超 え る参 加予 定者名 簿 を初 め て入手 して,仰 天 した

の は11月 中旬 であ った。

11月27日(水)か ら12月2日(月)ま で 本 学 箱 根 保 養i所 に50名

(延べ約200人)近 い参加 者等 が宿 泊 し,シ ン ポ ジウム は28日 晩 の カ ク

テルパー テ ィに始 ま り,12月1日 午後 の フ ェア ウェ ルパ ー テ ィ まで連

日続 け られ た。 その成果 は,ア メ リカ事務局 で刊行 計画 があ る。 各国参

加者か ら提 出 され た英文報告書 は,次 号 の神 奈川法学 で刊行 準備 中であ

る。 その執筆 者 を含め た参加 者名 を後 に掲 記 してお く。

3.世 界的視座 か ら考 え る組織 犯罪

わが 国には 「外圧 」 とい う言葉が あ る。 それが社 会的 な意 味で用い ら
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時 進 行 の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム の 経 過 を 踏 ま え て,そ の 講 演 を引 き受 け て 下

さ っ た の で あ る。

こ の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム の 正 式 名 は,

The3rdInternationalPoliceExecutiveSymposium,"Organized

Crime:AWorldPerspective"

で あ る 。 世 界 各 国 の 警 察 が 共 通 し て 直 面 す る犯 罪 捜 査 ・刑 事 司 法 ・警 察

の 組 織 ・活 動 等 の 諸 問 題 に つ い て,そ の 統 轄 部 門 の 責 任 者 ・専 門 担 当 官

お よ び こ れ を専 門領 域 とす る大 学 ・研 究 所 等 の 研 究 者 が 相 互 に 情 報 を提

供 し意 見 を交 換 す る。 す な わ ち,世 界 の 警 察 と刑 事 司 法 の 問 題 に つ い て

官 民 の 境 界 を超 え て 専 門 的 な 共 同 研 究 を 実 施 す る。 こ れ が,こ の 組 織 の

結 成 目的 で あ る。

こ の 国 際 会 議iの 第1回 は,1994年5月15日 か ら18日 ま で,ス イ ス

の ジ ュ ネ ー ブ 警 察(長 官LaurentWalpen)の 主 催 で オ ー ス ト リア ・ブ ラ

ジ ル ・ ドイ ツ ・ハ ン ガ リア ・イ ギ リス ・ア メ リ カ ・ベ ネ ズエ ラ ・ジ ンバ

ブ エ 等 の 地 域 警 察 お よ び 国 際 連 合 人権 部 門 の 高 官,そ して 日本 か らは 警

察 庁 副 長 官 が 参 加 し て,ジ ュ ネ ー ブ で 開 催 さ れ た 。 第2同 は,1995年

5月17日 か ら20日 ま で,ス ペ イ ン ・オ ナ テ ィ で 国 際 法 社 会 学 研 究 所

(所 長RobertoBergalli)の 主 催,オ ー ス ト リー ・オ ラ ン ダ ・南 ア フ リカ

等 の 共 催 に よ り,「 警 察 と民 主 主 義 」(ChallengesofPolicingDemoc-

rages)を 主 題 と し て 実 施 さ れ,ア メ リ カ ・イ ギ リ ス ・イ ス ラ エ ル ・ク

ロ ア チ ア ・エ ス トニ ア ・ラ ト ビ ア ・ス ロ ベ ニ ア ・ロ シ ア ・キ ル ギ ス タ

ン ・マ ケ ドニ ア ・ボ ー一ラ ン ド ・ル ー マ ニ ア ・ハ ン ガ リア ・ス イ ス ・チ

リ ・台 湾 か ら参 加 者 が あ っ た(な お,第4回 は オー一ス トリア の ウ ィ ー ン,

第5回 は ア ル ゼ ン チ ンの コル ドバ,第6回 は イ ン グ ラ ン ドで 開催 さ れ る予 定

で あ る)。

こ の 国 際 会 議 の 創 立 者 ・組 織 責 任 者 が ア メ リカ ・ウ ェ ス、タ ン イ リ ノ イ

大 学 法 律 行 政 学 部 で 犯 罪 学(警 察 学)を 担 当 す るD.K.Das教 授 で あ る 。

1995年7月 に,ド イ ツ ・フ ラ イ ブ ル グ の マ ッ ク ス ・プ ラ ン ク外 国 刑 法
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V1今 なぜ組織犯罪 を考えるか

シンポジウムの意義と組織犯罪対策立法 一一

長 井 圓

(神奈川大学法学部教授)

1.は じ め に

「世 界 的視 座 か ら考 え る組 織 犯 罪 」 と題 す る国 際 講 演 会 が ,神 奈 川 大

学 法 学 研 究 所 の 主 催 に よ り,昨 年(1996年)の12月1日(日)午 前10

時 か ら午 後1時 まで開 催 され た。 この 講 演 内容 を要 約 した もの が,前 に

掲 載 した1～Vの 講 演 記録 で あ る。

この 国 際 講 演 会 は,本 学 横 浜 キ ャ ンパ スに新 た に建 造 され た16号 館

の 国際 会 議場 「セ レス ト ・ホー ル」 に お いてyそ の竣1二 を法 学研 究 所 と

して祝 賀 しつつ,実 施 され た。 これ に は,市 民 ・本 学 の 学生 ・教 職 貝 な

ど数 百 名 が参 集 し,活 発 な質 疑 応 答 もな され 有 意 義 に幕 を閉 じた。

この 講 演 会 の 目的 は,一 一一般 市 民 に新 たに 「世 界 の組 織 犯 罪 」 の実 態 と

その 対 策 に 目 を向 け て も らい,「 組 織 犯 罪 」 に対 して 市民 が 何 を なす べ

きな の か,を 身 近 な問題 と して考 え て頂 くこ とに あ っ た。 したが って,

そ の講 演 の 内容 はi法 律 専 門的 とい う よ りも,教 養 的 な市 民 向 け の もの

で あ っ た とい え る。 しか し,専 門技 術 的 な 内容 で な い だ け に,か え っ て

ド組 織 犯 罪」 の 有 害 性 が何 で あ っ て,こ れ へ の 社 会 的 ・法 的 対 応 の 重 点

が何 処 に あ るべ きか,と い う問 題 の核 心 が 鮮 明 に 示 さ れ た と も言 え よ

う。 そ こで,こ の 講 演 録 を本 誌 に掲 載 させ て頂 くこ とに した。

以 下 で は,こ の 講 演 会 の 経 緯 等 な らび に 日本 の組 織犯 罪 対 策 立 法 の 問

題 点 に つ い て紹 介 して お きた い。

2.第3回 国 際 警察 保 安 専 門 会 議

この 国 際 講 演 会 と同時 に,同 じ16号 館 の視 聴 覚 ホー ル で,も う一 つ

の 国際 シ ン ポ ジ ウム が 開催 され て い た。 そ の 参加 者 中 の5名 が,ア フ リ

カ ・ア ジア ・ヨー ロ ッパ ・ロシ ア ・ア メ リカの地 域 を代 表 して,ま た 同
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